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—
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はじめに

　本稿では、ロシアが満州を占領した1900年以後日本との開戦に至るまでのロシアによる

韓国中立化政策をとりあげる。ロシアの韓国中立化政策は日本の対韓侵略を牽制する目的に

起因するものであったが、その背景にあるより本質的な狙いは、満州におけるロシアの勢力

を保全することであった。ロシアは「列強の共同保障による韓国中立化」をかかげる一方

で、韓半島の勢力圏分割、条件付き満韓交換、「露・日・米三国保障による韓国中立化」、韓半

島の一部中立地帯化等を模索した。これらロシアの動きは満州におけるロシアの占領と撤兵

の状況に規定されていた。ところが、ロシアは韓国中立化を、上述の意味で「満韓問題」と

して認識していたにもかかわらず、実際の対日交渉においては、満州と韓国を分離し別個の

問題として解決しようとした。それゆえ、満韓不可分の立場をとる日本とこの問題で対立す

るのは明らかであった。

　19世紀末以来、韓半島を対象とした中立化の試みは、周辺諸国の勢カバランスが変化す

るたびに提起されてきた。韓国が列強の植民地競争から領土と主権を保全するための自救策

として提起したものから、周囲の列強が自国の利害のために提起したものに至るまでの様々

な中立化案に関する個別研究(2)がこの事実を裏づけている。その中でロシアの韓国中立化政

策及びその挫折は、日露戦争の諸原因のうちロシア側に起因するものを考察する上で重要な

テーマだと思われる。なぜなら日露両国の公式交渉が結局韓国中立化問題をめぐって決裂し

たからである。

　ロシアの韓国中立化政策についての先行研究は、ロシア政府やウィッテ（ë.û. ÇËÚÚÂ）蔵

相、現地のロシア公使たちの試みを、相互に関運しない一時的なものとして理解しており、

ロシアの中立化政策の根本的な意味について見過している(3)。本稿では、ロシア側が中立化

1 The author wishes to acknowledge the financial support given by the Korea Research Foundation
in the program year of 1997.

2 姜萬吉「兪吉濬   韓半島中立化論」『創作   批評』（1973）；  「P.G. Möllendorff 　朝鮮

中立化構想」『平和研究』（慶北大平和間題研究所、1983）；具汰列「李漢応 　韓・英関係—

韓半島中立化案 　中心 —」『省谷論叢』16（ソウル：省谷文化財団、1985）；劉明哲

「韓国中立化論研究」（慶北大学校政治学博士学位論文、1989）；盧武志「19世紀韓半島  中立

化論 　関 　考察」『何石金昌沫教授華甲記念史学論叢：韓国民族運動 　諸間題』（ソウ

ル：凡友社、1992）；長谷川直子「壬午軍乱後の日本の朝鮮中立化構想」『朝鮮史研究会論集』32

（東京：緑蔭書房、1994）；大沢博明「明治外交と朝鮮永世中立化構想の展開—1882-84年」『熊

本法学』83（1995）。
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を提起した経緯とその意味を、先行研究の問題点を意識しつつ再検討したい。先行研究の問

題点とは、第一に、ロシアの韓国中立化案は韓国の外交チャンネルを通して日本に提起され

たというロマノフ（Å.Ä. êÓÏ‡ÌÓ‚）ら(4)の主張と、中立化が韓国の主導下で提起されたとい

うガリペリン（Ä. É‡Î¸ÔÂË）ら(5)の断片的な説明をもって、ロシアによる韓国中立化政策

の全体を代弁させる傾向をもっていたということである。もちろん、両説は、ロシアが満州

占領（1900.7）後、満韓についての利害を日本と秘密に調整する傍ら、韓国側をして中立を

表明するように外交圧力を加えた1900年８月から1901年１月までの時期についてのみは的

を射ている。ロシアの韓半島中立化案が満州の状況に応じて様々な形で提起されたことは事

実であり、それが結果的に日露公式交渉の決裂さえも辞さぬ程の絶対的戦略利益を意味して

いたという点において、それはロシア政府の対韓政策の根幹にあったものとして理解する必

要がある。韓国とロシアが連繋しているという従来の研究は、ロシアの中立化政策の根本的

な意図を看過する恐れがある。

　従来の研究史の第二の問題点は、中立化が現地公使の一時的な試みとして理解されている

傾向(6)があることである。韓国中立化がウィッテの満州政策と共に「一つの」政策として展

開されたこと、またニコライ二世の勅命により対日交渉を委ねられたイズヴォリスキ（Ä.è.
àÁ‚ÓÎ¸ÒÍËÈ）駐日ロシア公使によって遂行されたロシア政府の対韓政策と一体のもので

あったことを先行研究は見過ごしてきたのである。韓国中立化政策は、ラムズドルフ（Å.ç.
ã‡ÏÁ‰ÓÙ）が臨時外相から正式の外相となった後も、ロシア財務省の独自の情報網を通じ

て対清秘密交渉を主導していたウィッテが、外交に介入し続けた結果であった。外務省と特

別閣僚会議が諮間機関にとどまるのみで決定機構ではなかったツァーリ専制政治の特性(7)と、

最高決定者であるツァーリの長期療養という事情(8)とが、満州の経営に一貫した方針を持っ

ていたウィッテをして外交を左右せしめることを可能にした。満州占領と撤収の過程にあ

3 徐仲錫「近代極束国際関係 　韓国永世中立国論 　対 　研究」『慶煕大論文集』4（I965）;

李鉉淙「韓末 　 　中立化論」『統一院政策企劃室研究報告書』（I978）；梶村秀樹「朝

鮮からみた日露戦争」『史朝』新・第７/８号（1980）; 森山茂徳「朝鮮中立化案 　 　挫折」

『近代日韓関係史研究』（東京大学出版会、1987）、金世民訳（玄音社、1994）; 権寧培「韓末 朝

鮮 　対 　中立化論議 　 　性格」『歴史教育論集』17（大邸：歴史教育学会、1992）；朴

煕琥「旧韓末韓半島中立化論研究」（東国大学校博士学位論文、1997）。

4 êÓÏ‡ÌÓ‚ Å.Ä. êÓÒÒËfl ‚ å‡Ì¸̃ ÛËË 1892- 1906. ã., 1928. ë.293; I. Nish, The Origins of the Russo-
Japanese War, London and New York: Longman, 1985, pp. 135- 136

5 É‡Î¸ÔÂËÌ Ä. ÄÌ„ÎÓ- flÔÓÌˆÍËÈ ÒÓ˛Á 1902- 1906. å., 1947. ë.81; W.J.A. White, The Diplomacy of
the Russo- Japanese War, Princeton Univ. Press, 1964, pp.81- 82;  梶村秀樹、前掲書、７号、94頁。

6 角田順『満州間題と国防方針』、原書房、1967年、38-44頁；森山茂憾、前掲訳書、162-163，174

頁；朴煕琥、前掲書、137，155-64頁; A. Malozemoff, Russian Far Eastern Policy 1894- 1904 with
Special Emphasis on the Russo- Japanese War, U.C. Berkeley Press, 1958, pp.163- 165.

7 A.V. Ignat’iev, “The Foreign Policy of Russia in the Far East at the Turn of the 19th and 20th
Centuries,” H. Ragsdale (ed.), Imperial Russian Foreign Policy, Cambridge Univ. Press, 1993, p.
267.
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たってのウィッテの政策履行が、クロパトキン（Ä.ç. äÛÓÔ‡ÚÍËÌ）陸軍相及びベゾブラゾ

フ（Ä.å. ÅÂÁÓ·‡ÁÓ‚）一派との激しい対立により萎縮したにもかかわらず、本稿が開戦以

前の満韓政策の基調をウィッテの政策から考察するのは、以上の理由からなのである。

　第三の問題点は、満州占領によりロシアが勢力均衡上の優位を占めていたので無理に韓国

中立化を提起する必要がなかったとするマロゼモフらの見解(9)である。この見解は、ロシア

の満韓政策を確めようとした日本側の提案をロシアが断り続けたことを理由に、ロシアの中

立化イニシアチブとその必要性を否定するのである。この見解については、ロシアの提案に

対して、日本が、満州問題か韓国問題かという各々の政策としてよりは、「満韓不可分一体」

を含む大陸政策の一環として対応した事実をもって反証できる。ロシアにとって韓国中立化

政策は滴州の自国利益の確保を図るためのものであった。他方、日本にとって、韓国は自国

の死活に関わるテリトリーであった。満州がロシアの勢力圏内に入ることは、その韓国を脅

かすことになりかねないと、日本は捉えていた。それゆえ、日本が韓国中立化を考慮する可

能性は、初めからなかったのである。

　本稿の目的は、ロシアの韓国中立化政策は、実は満州における自国利益擁護のための戦略

であったということを明かにすることにある。満州占領と撤収の状況によって変化した

1900-1903年までの対日秘密韓国中立化案の実際の内容の変化を検討し、さらに、1903年８

月から始まった公式対日交渉が決裂した経緯についても述べてみたい。その際、ロシア政府

が韓国問題を当事国ではない日本と直接交渉しようとしたことに憲目し、先行研究では引用

されたことのないイズヴォリスキ駐日公使とラムズドルフ外相間の機密電文(10)を中心とし

て、ロシア政府の韓国中立化政策の展開過程を究明する。さらにその上でロシアの中立化提

議に対する日本側の立場の変化(11)と、その変化を招いた欧米列強の態度についてもその輸郭

を提示してみたい。

8 N(ational) A(rchives). Despatches from U.S. Ministers to Russia, 1808-  1906 roll. 57, nos. 314, 332,
359, 366, 367, 379. ツァーリと皇后は病気療養のためクリミア半島のリバジア（ãË·‡‰Ë‡）に

て長期休暇に入った。義和団の満州拡大と占領という急変した状況の中にあっても、外相を

含む閣僚達のツアーリ謁見は困難であった。そのためロシア外交は、その方向性を定めるの

が困難な状況にあった。

9 Malozemoff, op.cit., p. 164; S.C.M. Paine, Imperial Rivals, M.E. Sharpe Inc., 1996, p. 240. マロゼモ

フはロシアの対韓進出が開戦を刺戟したという西欧研究者らの通説を否定する立場である。

彼は、日本側の立場を考慮しなかったにもかかわらず、ロシアの東アジア政策の受動性及び

日本側の開戦責任と原因を強調し、ロシアの対韓政策の意味を一層過小評価した。

10 ロシア帝国対外政策文書、文書 133、外務大臣官房資料（ÄıË‚ ÇÌÂ¯ÌÂÈ èÓÎËÚËÍË
êÓÒÒËÒÍÓÈ àÏÔÂËË, ÙÓÌ‰ 133: Í‡˜ˆÂÎflËfl ÏËÌËÒÚ‡ ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı ‰ÂÎ）は、北海道大学ス

ラブ研究センターを通して入手した。誌面を借りて謝意を表す。

11 日本学界で論争になっている日英同盟と日露交渉との関係、満韓不可分論と満韓交換論との

関係を定義するためには、日露交渉のロシア側の論理を究明するべきであるという指摘があ

る（千葉功「日露戦争前期（1900-1904）—日本の外交史研究現況」『史学雑誌』第106巻第

８号、1997年８月）。
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1. 溝州占領と韓半島勢力圏分割案

　1900年、ロシアは義和団事件の満州への拡大をきっかけとして満州に正規軍を派遣し、さ

らに再び韓国に対しても野心をあらわにした。ロシアは、満州占領を既成事実として認めさ

せるための対清秘密交渉と、「列強の共同保障による韓国中立化」のための対日秘密交渉と

を並行して行った。韓国中立化は、ウィッテが述べたように「東清鉄道（シベリア鉄道満州

貫通区間）を完成し中国北部での影響力が強くなれば韓国を自動的に取りもどせるので、当

分の間日本の侵入から守るための臨時策」(12)であり、政策の優先課題はあくまで満州での実

利であつた。

　1900年７月初め、ウィッテは東清鉄道の保護と義和団鎮圧のために満州への正規軍派遣

をツァーリに要請した。しかし同時にウィッテは、ロシア軍の韓国北部への進入に挑発され

て日本が韓国に侵入するのを先んじて防禦しなければならなかった。有事の際の韓国に

対する日露「共同保護」や政治・軍事における同等な権利などを規定した「山県-ロバノフ

（Ä.Å. ãÓ·‡ÌÓ‚-êÔÒÚÓ‚ÒÍËÈ ）協定（1896）」秘密条款(13)を論拠として、日本が義和団事件を

きっかけに韓半島に侵入する可能性があったからである。韓国北部へ義和団が進入し、か

つ、ロシアの正規軍が派遣されれば、秩序回復を口実として日本軍が派遣される可能性は極

めて高かったのである。それゆえ、両国は各々派兵区域を明かにしなければならなかった。

　ウィッテのシピャーギン（Ñ.ë. ëËÔfl„ËÌ）内相宛の手紙には、日本による韓国派兵の危

険性に対する懸念が強くあらわれている(14)。しかも、ウィッテはこの手紙の中で初めて中立

化政策を提示したのであった。

（清国の問題で…）ヨーロッパとは何の紛糾も起したくない…日本が韓国に侵入しないか心配である。

その時皇帝は何の措置も講じないと言ったが、結局問題が起きるだろう。私は韓国中立化（çÂÈÚ‡-
ÎËÁ‡ˆËfl）を進言する(15)。

　韓半島への派兵権をめぐる対日交渉は、「義和団が韓国に拡大する事態に備えて、まず日

本と友好的に議論できる条件を作ろう」というツァーリの勅命(16)によって始まった。７月15

日、ラムズドルフ臨時外相はイズヴォリスキ駐日公使に「韓半島に隣接しているロシアの安

全のために韓半島北部ヘロシア軍を派遣せざる得ないことを日本に知らせ…各々の区域を設

定して合意に到ることが最良の方法」(17)と指示した。同日、パヴロフ（Ä.à. è‡‚ÎÓ‚）駐韓

12 êÓÏ‡ÌÓ‚, ÛÍ‡Á. ˆÓ˜. ë. 170- 171; 外務省編『日（本）外（交文書）』1936年、第34巻、文書番号408、

538員。

13 『日外』第29巻、文書番号475、816-817頁。

14 ä(‡ÒÌ˚È) Ä(ıË‚). í. 18, ÔËÒ¸Ï‡ ë.û. ÇËÚÚÂ Í Ñ.ë. ëËÔfl„ËÌÛ, 27 Ë Į̂fl, 19/23 ‡‚„ÛÒÚ‡ 1900 „.  åÓÒÍ‚‡:
ñÂÌÚ‡Î¸Ì˚È ÄıË‚ ê.ë.î.ë.ê., 1922- 41. ë. 33- 35, 38- 41.

15 äÄ. í. 63, ÔËÒ¸Ï‡ ë.û. ÇËÚÚÂ Í Ñ.ë. ëËÔfl„ËÌÛ, 1 ÓÍÚfl·fl 1900 „., Ò. 42.
16 Ä(ıË‚) Ç(ÌÂ¯ÌÂÈ) è(ÓÎÛÚËÍË) ê(ÓÒÒËÈÒÍÓÈ) à(ÏÔÂËË) (Ù. 133 ÓÔ.470 ‰.102), Î.12, ÒÂÍÂÚÌ‡fl

ÚÂÎÂ„‡ÏÏ‡ ã‡ÏÁ‰ÓÙ‡ Í àÁ‚ÓÎ¸ÒÍÓÏÛ, 15 Ë˛Îfl 1900 „.
17 ÄÇèêà, Î. 12, ÒÂÍÂÚÌ‡fl ÚÂÎÂ„flÏÏ‡ ã‡ÏÁ‰ÓÙ‡ Í àÁ‚ÓÎ¸ÒÍÓÏÛ, 15 Ë˛Îfl 1900 „.
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公使にも、「万が一の事態に備え、警傭対策についての承認を高宗皇帝に要請」(18)するように

訓令した。また、ツァーリの勅命であることを拳げ、「韓国領内へのロシア軍越境許可」も

高宗に要請させた（7.22）(19)。

　７月19日、これによりパヴロフとイズヴォリスキが各自秘密に日本に提示したのは、軍

隊派遣を理由とした韓半島の勢カ圏分割案であった。イズヴォリスキはすぐ伊藤博文と青木

周蔵外相に、山県-ロバノフ協定を基にして韓国を二分して守備兵を派遣することを提議し

た（7.19）(20)。パヴロフも林権助駐韓日本公使を通じて、韓半島北部の防禦はロシアに委ねる

代りに日本軍を韓国の西岸仁川に上陸させ、日露勢力圏下での秩序保全のために東京で交渉

することを提案した（7.19）(21)。

　ロシア正規軍の満州への派兵及び義和団の韓国北部への侵入の動きと共に、勢力圏分割を

前提とした新たな協定を緒ぶ必要性を日本側も考慮していた(22)。韓国の完全確保に固執する

ことがロシアとの戦争の火種となることを恐れ、ロシアと単独に対立するには財政的、軍事

的に不備であるという理由から避戦論を主張した日本の元老たちは、ロシアの提案に積極的

に応じた(23)、中でも、既に1896年のロバノフ外相との会談の際、韓国を南北の勢力圏に分

割することをロシアに提起していた山県有朋首相は、再び「北清事変先後策」（1900.8.20）の

中で大洞江-元山を境とする日露勢力圏分割案を提示した(24)。1900年４月末から5月初めに

かけて、韓国における相互統制範囲の分割を内容とする新たな協定締結の必要性を指摘して

いた伊藤も、このロシアの提案は日本側にも有利であるとして受入れた(25)。

　一方、青木と外務省は当初から韓半島勢力圏分割案に反対していた(26)。ロシアが日本に韓

国分割を提起したが拒絶されたという（韓国）皇城新聞の報道があったのもその時期であ

る(27)。公使たちもロシアの提案に対して懐疑的で、韓半島分割ではなく韓国の完全確保を前

提とする満韓交換を主張した(28)。「ロシアが満州へ侵入した好機を利用、日本は韓国でロシ

アは満州で各々の勢力範囲を確定、互いの自由を保障しなければならない」という小村寿太

郎駐露公使の報告（7.22）(29)と、「平壌、元山以北には日本軍を駐屯させないという条件が付

18 ÄÇèêà, Ù. äËÚ‡ÈÒÍËÈ ÒÚÓÎ, ÇÒÂÔÓ‰‰‡ÌÌÂÈ¯ËÂ ‰ÓÍÎ‡‰˚, 1900, ‰.230, Î. 80, ÔÓÂÍÚ ÒÂÍÂÚÌÓÈ
ÚÂÎÂ„‡ÏÏ˚ è‡‚ÎÓ‚Û, 15 Ë˛Îfl 1900 „.; è‡Í Å.Ñ. êÓÒÒËfl Ë äÓÂfl. å., 1979. ë. 175.

19 『日外』第33巻別冊２、文書番号1326/1328/1329、385-386、389-391頁；『外交時報』第32巻、

1900年９月、405-407頁。

20 『日外』第33巻別冊２、文書番号1328/1329/1330、389-392頁。

21 『日外』第33巻別冊２、文書番号1326、385-386頁；『外交時報』第32巻、1900年９月、405-

407頁。

22 『東京朝日新聞』1900年７月24日、７月30日、８月22日。

23 『近衛篤麿日記』第３巻、1900年７月21日条、鹿島研究出版会、1968年、247頁。

24 『日外』第29巻、文書番号487、834頁；『公爵山県有朋』、原書房、1969年、486頁; 大山梓編、

『山県有朋意見書』、原書房、1966年、263頁。

25 è‡Í. ìÍ‡Á. ÒÓ˜. ë. 177.
26 『近衛篤麿日記』第３巻、247頁。

27 『日外』第33巻別冊２、文書番号1349、415頁。

28 êÓÏ‡ÌÓ‚. ìÍ‡Á. ÒÓ˜. ë. 336.
29 『日外』第33巻、文書番号522、699-700頁。
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いたとしても、韓半島を日本の勢力範囲にする」という提案をロシアに対して行うことを主

張した林駐韓公使の報告（7.23）(30)がそれである。このような経過を経て、青木が小村を通し

てラムズドルフに提示した満韓勢力圏確定案（7.29）(31)は、ロシア側の韓国分割提案の拒絶を

意味していた。

　青木が満韓交換的な立場をさらに明白にしたのは、８-９月の独米との秘密交渉を通して、

両国が韓国を日本の勢力圏とすることに反対せず、日露衝突時も嫁意的中立を守るとの確約(32)

を得た後であった。満州でのロシアの立場が強くなるにつれ、膏木も韓国でその代償を得よ

うとしたのである(33)。趙秉式（Cho Byung-shik ）駐日韓国公使が「列強保障下での韓国中

立化」を青木に提案した（8.29）(34)の経過からも、青木の意図を理解することができる。青木

は、中立化への協力要請を断り、逆に韓国が日本に依存するように趙秉式に圧力を加え、そ

のため趙の激しい抵抗にあったのである(35)。

　翌月、イズヴォリスキは、趙秉式の提案について、青木（9.18）(36)、またそれに次いで加藤

高明外相（12.20）(37)の反応も探った。このため日本側はロシアが背後で趙秉式を操っている

と理解した。特に、イズヴォリスキが加藤に韓国中立化を示唆したことは、「列強の共同保

障による中立化」が韓露による陰謀に違いないという誤解を生んだ。実際、ラムズドルフは

パヴロフに、「韓国（自身）が中立を主張することが避けられない場合は、まずはロシアに

通告してから他の列強と協議するように韓国政府と交渉するべき（12.1）」(38)と訓令した。こ

れは、ロシアが韓国政府に圧力を加え、韓国の外交チャンネルを通して中立化を実現しよう

としたものであり、同時にロシアの韓国における政治的優位を再確認させるものであった。

　続いてロシアは、満州占領完了後、併合を既成事実化するために清国と交渉を行う傍ら、

正式に韓国中立化を日本に提案した。1901年１月７日、同じ日に正式外相となったラムズド

ルフは、「韓国中立化について日本政府との交渉に着手することをツァーリの勅命によって

委任された（1900.12.30）(39)イズヴォリスキを通して、「列強の共同保障による韓国中立化」案

30 『日外』第33巻、文書番号1328、389-391頁。

31 『日外』第33巻《韓国ニ関スル日露、日独交渉雑簒》、705頁。

32 『日外』第33巻、文書番号526/528/529、701-704頁。

33 ÄÇèêà, (Ù. 133, ÓÔ. 470, Î. 102), Î. 204, ‚˚ÔËÒÍ‡ ËÁ ÒÂÍÂÚÌÓÈ ÚÂÎÂ„‡ÏÏ˚ àÁ‚ÓÎ¸ÒÍÓ„Ó, 19
‡‚„ÛÒÚ‡ 1900 „.

34 『日外』第34巻、文書番号396、523-524頁; B(ritish) F(oreighn) O(ffice), 405/99, nos. 69, p. 49, 65.
35 ÄÇèêà, Î. 243, ÒÂÍÂÚÌ‡fl ÚÂÎÂ„‡ÏÏ‡ àÁ‚ÓÎ¸ÒÍÓ„Ó; 27 ÒÂÌÚfl·fl 1900 „.
36 ÄÇèêà, Î. 230, 17 ÒÂÌÚfl·fl 1900 „., ÒÂÍÂÚÌ‡fl ÚÂÎÂ„‡ÏÏ‡ àÁ‚ÓÎ¸ÒÍÓ„Ó; BFO, 405/99, no. 69,

p. 49; 『近衛篤磨日記』第３巻、289-290頁。

37 加藤高明伯伝編纂委員会『加藤高明』上、原書房、1970年、411-412頁;  外務省編『日露交渉

史』、原書房、1969年、353頁。

38 ÄÇèêà, Ù. äËÚ‡ÈÒÍËÈ ÒÚÓÎ, ÇÒÂÔÓ‰‰‡ÌÌÂÈ¯ËÂ ‰ÓÍÎ‡‰˚, 1900, ‰. 235, Î. 196- 197, ÒÂÍÂÚÌ‡fl
ÚÂÎÂ„‡ÏÏ˚ è‡‚ÎÓ‚Û, 1 ‰ÂÍ‡·fl 1900 „.; è‡Í ìÍ‡Á. ÒÓ˜. ë. 177.

39 ÄÇèêà,  (Ù. 133, ÓÔ. 470, Î. 102), Î. 26, ÒÂÍÂÚÌ‡fl ÚÂÎÂ„‡ÏÏ‡ ã‡ÏÁ‰ÓÙ‡ Í à‡‚ÓÎ¸ÒÍÓÏÛ, 30
‰ÂÍ‡·fl 1900 „.
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を日本に提案した(40)。「中立保障国が一国になろうが二国になろうが、日露から認められる

ことだけで充分である」(41)という前提をもとに、韓半島問題について両国の意見を事餉に調

整しようとしたのである。この提案の、これ以上の具体的な内容はわからないが、イズヴォ

リスキが正式に中立化案を伝える前に、伊藤や井上ら元老たちの意見を探った後の以下の報

告から判断すると、この「列強の共同保障による韓国中立化」案は事実上日露両国による韓

半島勢力圏分割案ではないかとみられる。

　日本政府の韓国中立化に対する条件はよくわからないが、日本の利害は確かに商業的利害及び韓

国内部の情勢と密接に関係しており…私は西-ローゼン協定の２条［軍事教官や財政顧問などの任命

時には事前協議しなければならないという規定—筆者］を変更し、韓国に対する統制分野を厳密に

見分けるべきだというパヴロフの意見に全面的に同意する(42)。

このように満州占領以来堅持されてきたロシアの対韓政策の基調は変化していなかった。

　1901年初めの時点で、満州問題においてもロシアが譲歩する可能性がなかったことは、清

国に満州の保護領化を強いた過程からもわかる。「満州に対するロシア政府の統制指針

（1900.11）」により満州併合方針が再確認されるにともない、清国政府との秘密交渉に拍車を

かけたウィッテは、『ロンドンタイムズ（London Times）』によって満州保護領化を目的と

した「アレクセーフ（Ö.à. ÄÎÂÍÒÂÂ‚）-増棋協定（1900.11）」が暴露（1901.1.3）された後も、

その協定をより拡大した「13カ条案」を受け入れるよう揚儒駐露清国公使に強要した。対

清秘密交渉が暴かれ、ロシアにとって不利な状況にあっても、その高圧的な態度は変らな

かったのである。

　一方、伊藤や井上ら元老たちが、今回もイズヴォリスキの提案を日本側にも有利なものと

して受入れた事実から(43)、当時の日本政界に、満韓における勢力圏分割によりロシァと妥

協しようとした親露元老派と、西洋列強との同盟を通してロシアに対抗しようとした外務省

小壮派との対立があったことがうかがえる(44)。しかし、満州を中立地帯にする一方で、韓国

を日本の独占的勢力範囲圏にすることを駐英公使在任中から主張してきた加藤外相は、初め

からロシアの中立化提案を一蹴するつもりであった(45)。加藤は、前年、イズヴォリスキが中

立化について言及した時も、「もしロシア政府や貴公使の具体案があればかまわないが、そ

のような案もないまま意思を打診するわけにはいかない」とロシアの提案を誘導する一方、

伊藤首相に中立化案を拒絶するよう諒解を求めた（12.28）(46)。そうした加藤の行動は、ロシ

40 『日外』第34巻、文書番号393、521頁; BFO, 405/114, nos. 5.6.37, pp. 7- 8, 22; B(ritish) D(ocuments)
on the Origins of the War 1898- 1904, London, 1926- 38, II, no. 42, pp. 34- 35.

41 《井上馨関係文書》、角田順、前掲書、40貢、再引用。

42 ÄÇèêà, Î. 302, ÒÂÍÂÚÌ‡fl ÚÂÎÂ„‡ÏÏ‡ àÁ‚ÓÎ¸ÒÍÓ„Ó, 28 ‰ÂÍ‡·fl 1900 „.
43 《井上馨関係文書》、森山茂徳、前掲書、175頁、再引用。

44 äÄ. í. 63, ÔËÒ¸ÏÓ àÁ‚ÓÎ¸ÒÍÓ„Ó Í ã‡ÏÁ‰ÓÙÛ, 27 flÌ‚‡fl 1901 „., Ò. 10- 11; Baron Rosen, Forty
Years of Diplomacy, New York: Alfred A.Knopf, 1921, vol. I, p.230.

45 『加藤高明』、413 頁。加藤は、日本の韓国進出に反対しないことをソールズベリ（Lord
Salisbury）英国首相から確認を受けた（1895.10.1）ばかりか、チェンバレン（J. Chamber1ain）
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アの満韓に対する狙いを知ろうとする彼の意図を示すのみならず、日本外交の中心が徐々に

元老から外務省へ移りつつあったことを示している(47)。

　ロシアが韓国問題を提案する度に、それが満州との関連でなされているのではないかと適

切にも疑った加藤は(48)、ロシアの提案についての英国とドイツの反麻を現地公使に照会させ

た。その結果、「韓国については何一つの政治的利益もない」というドイツの立場と、「韓国

問題については中立的」という英国の立場を再確認した(49)。さらに、駐清国公使として（清

国）慶親王を通してロシアの満州占取意図を見やぶっていた小村は、前年７月の満韓交換論

よりも強硬な立場を取るようになった。具体的には、ロシアの韓国中立化提案を拒否し、満

韓同時中立化あるいは満韓問題の同時解決を主張した。つまり、小村は満韓不可分論に態度

を変え、ロシアが満州のために韓国を中立化しようとするのなら、日本も焦点を韓半島では

なく満州にあてつつ、韓国問題の解決を図るべきだと主張し始めたのである（1.11）(50)。

　結局、加藤はイズヴォリスキに、満州東三省からロシアが撤兵しない限り、韓半島におけ

る日本の商工業上の優位を認定した「西-ローゼン（ê.ê. êÓÁÂÌ）協定（1898）」を改定する

気がないことを明らかにした（1.17）。また、同日、加藤は珍田捨巳駐露灸使を通してロシ

ア政府にも、満州の現状維持を前提とした韓国中立化案を拒否することを口頭で伝え、伊藤

内閣の対露柔軟路線を完全に転換させた(51)。もはや日本政府は、清国との秘密交渉はデマと

主張するようなイズヴオリスキも、ロシア政府も信頼していなかった(52)。ロシアが東清鉄道

の終点であるウラジオストクと東清鉄道南満支線の終点である旅順の中間地点である馬山浦

を、すでに自国の太平洋艦隊の海軍用地としたにもかかわらず(53)、満州の占領と共に、韓国

中立化を提議したのは満韓両方について野心を持っていたからだと加藤は考えた。そのため、

加藤は満州の現状維持に反対するという英米の立場を確認した上で、ラムズドルフに抗議書

を送った。さらに彼は、内閣に提出した意見書において、満州占領に対する日本の抗議をロ

シアが拒否する場合、武力に依存しても対抗するべきだと主張した。

　結局、ロシアはそうした圧力に屈伏し、既成の対清秘密協定を放棄すると宣言した（4.5）。

植民大臣から極東における日英の提携について提議を受けたことがある。加藤は、当時、西

外相に対露強硬、対英提携を骨子とした長文の意見書を提出したが（1898.3.26）、反応を得れ

ずして駐英公使職を辞任した（村島  滋「加藤高明駐英公使の初期日英同盟論をめぐって—

1895-98年の日英関係—」『政治経済史学』第336号、1994年６月）。

46 『加藤高明』、451、454-459頁。

47 『加藤高明』、454-459頁。

48 角田順、前掲書、39-40頁；『加藤高明』、416頁。

49 『日外』第34巻、文書番号395/409、522頁、539-540頁; BD, II, no. 57, Gubbins to Lansdowne,
13 March 1901, p. 45.

50 『日外』第34巻、文書番号397、524頁。

51 äÄ. í. 63, Ò.8- 9; 『日外』第34巻、文書番号399/400/401/404、526-531頁; BD, II, no. 42, pp.34-
35.

52 『日外』第34巻、文書番号97、98、115-117頁; Nish, op.cit., pp.98- 9; 「小村外交史」上、149頁。

53 『外交時報』第31巻、1900年８月；『朝日新聞』1900年８月24日、26日。
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清国との秘密交渉を以って満州を保護領にし、対日交渉を通して韓半島を中立化すること

で、満州の安全を図るつもりであったロシアの全ての計画は、失敗に終ってしまった。「以

前の状態に均衡が回復されるまで（status quo ante）」中立化諭議は中断するという意見を

珍田から聞いた後のラムズドルフの反応（1.23）からロシアの基本方針がわかる。ラムズド

ルフの「満州問題は基本的に露清間の問題」(54)という言明は、日本とは満州問題に対して議

論せず、韓国問題のみ話し含ういうロシアの姿勢を示していた。これは日露開戦までのロシ

アの一貫した立場であった。

　満州問題がきっかけとなった1901年の日露の一時的な衝突危機は、日露開戦時と同様、列

強の反露的立場を再確認させるものになった。ロシアとの衝突時、具体的にどれくらいまで

日本を支援できるかについて林董駐英公使が英国へ質問する一方、ドイヅが日英を含む三国

同盟を摸索したことは、日英接近を促すきっかけとなった(55)。さらに、珍田がロクヒル

（W.W. Rockhill）駐露米国公使に、満州の現状維持に反対するという日本政府の意見を極秘

に伝えた（1.23）後、ヘイ（J. Hay）国務長官の強い抗議書が露清および他の列強に送られ

（2.1）(56)、列強の反露姿勢は一層強くなった。清国との単独交渉に失敗したロシアの不利な立

場を利用し、韓国については当面、現状維持するという強硬な立場に変った日本としては、

もはや単純な満韓交換に満足するわけにはいかなかったのである。

2. 溝州撒収諭と条件付き溝韓交換案

　満韓をめぐってのロシアの対清、対日秘密交渉の失敗と、そしてそれによる1901年春の

衝突危機以降、ウィッテの韓国中立化政策は日本との戦争を回避するための条件付き満韓交

換論に変っていった。これは満州でのロシアの立場が前に比べ一層不利になったからであ

54 äÄ. í 63, ÓÚÔÛÒÍ ÒÂÍÂÚÌÓÈ ÚÂÎÂ„‡ÏÏ˚ ã‡ÏÁ‰ÓÙ‡ Í àÁ‚ÓÎ¸ÒÍÓÏÛ, 30 flÌ‚‡Úfl 1901 „., Ò. 11;
『日外』34巻、文書番号401/404/406、1901年１月23日、25日。ラムズドルフは、「韓国中立化

提議は正式のものではなく、単純な好意的な意見交換にすぎない…西 -ローゼン協定と韓国

の現状に不満を抱いている日本政府の意向に応じたこと」とも述べているが、これは失敗し

た韓国中立化提案をとりつくろうためであったと思われる。この言葉は、現在の研究者の間

でロシアの中立化イニシアチブについて議論を招く原因になった。

55 BD II, nos. 51, 54, 55, 9/11/13 March 1901, pp. 41- 44; Die G(rosse) P(olitik) der Europäischen Kabinette
1871- 1914, Berlin, Deutsche Verlagsgesellschaft für Politik und Geschichte M.B.H, 1 927, Band.XVI.
Hatzfeldt an das Auswärtige Amt, nos.4821, 4826,  l/5 März 1901, pp.329- 331, 337- 339.  エックカ

ルドシュタイン（Von Eckardstein）駐英ドイツ代理公使が林公使に提議した三国同盟案（4.9）

には、日本の韓国に対する自由行動（交渉上の自由）が明記されている。これについて林は

４月17日、ランズダウン外相に非公式に意向を打診し、同盟実現について検討するという約

束を得た。７月15日には個人的に休暇中であったマクドナルド（C. MacDonald）駐日英国公

使を通して、「韓国での日本の利害はトランスヴァール（Transvaa1）に対する英国のそれと同

じこと」という言葉を得て、ランズダウンから了解を得た（『日外」第34巻、文書番号7、20、

22; BD II, nos. 99, 102, 103参照）。

56 E.H. Zabriskii, American- Russian Rivalry in the Far East 1895- 1914, Univ. of Pennsylvania, 1946, p.
69.
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る。ウィッテの新たな政策は、「満韓問題の同時解決こそ日本政府の立場」（2.22）(57)と述べた

イズヴォリスキの報告とも通じるもので、すでに満韓不可分的立場に旋回していた日本外交

の変化を正確に感知し、それにある程度順応した結果ともいえるだろう。かつて、ウィッテ

がヤルタ（üÎÚ‡）に滞在中であった1900年10月初め、小村が満韓交換を中心とする新しい

協定の必要性を述べたことがある。これをウィッテは、韓国の独立を害するという理由で拒

否したのだが(58)、こうした前例と比べても注目に値する変化であった。

　ウィッテの新しい政策の輸廓は、1901年６月頃、ラムズドルフが対日戦争の準備状況に

関する意見をウィッテに求めた時の返事にあらわれている。つまり、「満州での政治的意図

を放粟しても、私企業を利用して東清鉄道の利益は防禦できる。…日本が韓国併合を希望す

れば国際的な次元で問題を提起するつもりであるが、たとえ日本が韓国を手に入れても対日

開戦の事由とみなすべからず」（6.6/10）(59)というのがウィッテの主張であった。これは、満

州でのロシアの私企業による利益保障後の撤兵、ならびに韓国中立問題の国際世論化と要約

することができる。つまり、ウィッテは、日本の主張を受入れることにより戦争を避けつつ

も撤兵前に満州での実質的利益を認めさせること、具体的には、南満州と直隷省を起点とし

て３段階に分けて撤兵するが、撤兵前に「万里の長城から北京に至る鉄道敷設権」と「満州

不割譲」の２事項を清国に認めさせることを意図していた。これは撤兵後の列強の満州侵入

を防禦し、ロシア勢力が東清鉄道完工以後、北京へ浸透しやすくするためであった(60)。

　このような目的で、ウィッテは７月25日、「韓国を中立地帯にし、韓国での行政・財政顧

間及び最高警察権は日本が持つ代りに、満州でのロシアの優位を認めるよう」(61)珍田駐露公

使に提案した。ウィッテがこの時期に、満韓交換による韓国中立化を提案したことは、日英

同盟の進展を牽制するためであったといわれる。同盟国フランスに働きかけて、日本の大規

模な公債をパリで発行し、日本が資金調達できるように配慮したことなどは、このような政

治的意図と密接なつながりがあった(62)。しかしウィッテの新満韓政策は清国との交渉を準備

する過程で打ち出されたもので、日本の変化に対応するには時を逸していた。

　９月に入って韓国中立化案が日本に提案されたことは、ウィッテの情勢判断が的確で

なかったことを示している。その原因は、日本の国内情勢の変化、つまり桂内閣の成立と小

村の外相就任の意味を読み誤ったことにある。２回（7.30、8.7）にわたって「小村が北京か

ら帰国すればすぐ交渉を始める」(63)と本国に報告していたイズヴォリスキは、実際、小村が

外相になった（9.21）直後に再度の中立化提案を行った。それは、曾禰 助蔵相が外相を兼

任した約３カ月余りは、日本側に積極的な外交活動が期待できなかったからでもある。さら

57 äÄ. í. 63, ÔËÒ¸ÏÓ àÁ‚ÓÎ¸ÒÍÓ„Ó Í ã‡ÏÁ‰ÓÙÛ, 22 ÙÂ‚‡Îfl 1901 „., Ò. 4.
58 金正明編『日韓外交資料集成』第８巻、厳南堂書店、1964年、406-407頁; 角田順、前掲書、34-

35頁。

59 êÓÏ‡ÌÓ‚. ìÍ‡Á. ÒÓ˜. ë. 312- 313.
60 äÄ. í. 63, ë. 31, 33, 35;  拙稿「 対満洲政策—清 　秘密交渉 　中心 」『西洋史論』

55（韓国西洋史学会、1997.12）参照。

61 GP XVII, no. 5041, Eckardstein an das Auswartige Amt, 26 Iuli 1901, pp.143- 144.
62 êÓÏ‡ÌÓ‚. ìÍ‡Á. ÒÓ˜. ë. 316- 317; GP XVII, no. 5040, pp. 141- 143.
63 äÄ. í. 63, ÒÂÍÂÚÌ‡fl ÚÂÎÂ„‡ÏÏ‡ àÁ‚ÓÎ¸ÒÍÓ„Ó Í ã‡ÏÁ‰ÓÙÛ, ë. 31- 32, 36- 37.



－ 43 －

ロシアの韓国中立化政策

に、小村との会談後、イズヴォリスキは、「彼（小村）が満州に関しての露清協約（レサー

ル（è.å. ãÂÒÒ‡）の対清七カ条案及び李鴻章との会談の内容まで）について知っていたた

め…満州問題が最後まで解決されない場合は韓国についての意見を交換し始めることすら困

難な状況である」(64)とラムズドルフ外相に報告していたから、小村がはっきりとした満韓不

可分的立場であったことがわかる。当時、桂太郎内閣（6.2）の対露方針は確固たるもので

あった。即ち「韓国の完全確保」を前提として英国との同盟締結に遭進し、同盟後ロシアに

圧力を加え、目的を成し遂げるというものであった。それは英国との同盟及びロシアとの秘

密条約の締結を同時に行いながら、全ての目的を成し遂げるようとする強硬案であった(65)。

９月以後、元老たちも桂内閣の原則に完全に合意し、「日本による韓国支配権の掌握をロシ

アに認定させるという条件で」(66)伊藤のロシア行きを決めた（9.11）。

　さらに、韓国、米国、ロシア、清国公使を歴任した小村外相は、満韓問題の解決のために

英米とは常に緊密な運帯関係を維持すべきとし、直接ロシアに対応すべきだという、確固た

る外交方針を持っていた。小村は義和団事件の最終議定書（北京議定書、9.7）が結ばれた

後、本国政府の許可も受けずに北京から儒国の途中に済物浦、馬山浦を視察した(67)。駐韓公

使在任中、三国干渉による外交的孤立の中で日本に不利な「小村-ヴェベル（ä. ÇÂ·Â）協

定（1895）」を締結することを余儀なくされ、対露コンプレックスを持っていた小村は、加

藤より一層強硬にロシアに圧力を加えるつもりだったのである(68)。

　ウィッテの提案が時期的に不適当であったことのもう一つの理由として、義和団事件の最

終議定書の締結以前には、満韓問題をめぐるロシアの対日交渉の成功は望めなかったことが

拳げられる。なぜなら、満州問題を露清間の問題に限定するつもりであったウィッテと、日・

英・米の支持をもってロシアの要求をおさえようと意図していた清国との間には、問題の捉

え方において著しい差があったからである。なおかつ、事前の秘密協議を通して実利を得る

ため、ウィッテはそれが「撤兵問題とはかかわりがない」と明言しながら、対清修正案（9.4、

10.7）と共に「露清銀行協定」の締結を強要した(69)。「適切な代償がある時だけ」満州から引

上げ、代りに露清銀行を通して満州・モンゴルの広範な鉱山開発権及び鉄道敷設権を独占す

るつもりだったのである。しかしウィッテの政策は、満州での商業上の機会均等を主張して

露清銀行の独占に反対する米・英と、これらの国から支援を確信していた日・清の反対にぶつ

かってしまった。ウィッテが満州撤兵の期限を３年から18ヵ月以内に縮めて提議したにも

64 äÄ. í. 63, ÒÂÍÂÚÌ‡fl ÚÂÎÂ„‡ÏÏ‡ àÁ‚ÓÎ¸ÒÍÓ„Ó Í ã‡ÏÁ‰ÓÙÛ, 11/19 ÓÍÚfl·fl 1901 „., Ò. 37, 40.
65 千葉功「満韓不可分論＝満韓交換論の形成と多角的同盟・協商網の摸聚」『史学雑誌』、1996

年７月。

66 小林道彦『日本の大陸政策1895-1914』、南窓社、1996年、45頁。

67 äÄ. í. 63, ÔËÒ¸ÏÓ àÁ‚ÓÎ¸ÒÍÓ„Ó Í ã‡ÏÁ‰ÓÙÛ, 19 ÓÍÚfl·fl 1901 „., Ò. 38; 『小村外交史』上、

200頁；『東京朝日新聞」1901年９月９日、13日。

68 内山正熊「小村外交批判」、『法学研究』第41巻５号、1968年; GP XVII, no. 5041, Eckardstein
an das Auswärtige Amt, pp. 143- 144.

69 A(merican) D(iplomatic) P(apers), Enclosure in Despatch 1299. London Minister’s Dispatches En-
gland Roll. 195, Doc. No. 25, 21 August 1901; Minister’s Dispatches, China. Roll 116, No. 32, 30
October 190l.
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かかわらず（12.2）、日英側と米国の双方からその類の条約に調印しないように警告されて

いた(70)慶親王が、銀行協定を断り12ヵ月以内の露軍撤収に固執したことによって、露・清間

の満州撤兵交渉は難航した。

　一方、清国との満州撤兵に関する交渉が未だ妥結しない時期、ウィッテは、伊藤とのサン

クトペテルブルク会談で、より具体的な韓国中立化の条件を提示した。両国の交渉は、伊藤

がロシアに到着する前に、フランスのデルカッセ（T. Delcassé）外相を通して相互の意思が

打診された。この交渉はツァーリの承認の下で行なわれた(71)。

　日露両国が韓国に対して圧力を加えると、韓国政府はその忠告を聞かざるをえないという

ことを前提に交渉が開始された。特に、伊藤はウィッテに、韓国における日本の商工業上及

び「政治的」権限を認めることと韓国問題を日本の自由行動（Free hand）に任せることを

再び要求した。その一方で、伊藤は満州におけるロシアの利益を認める意志があることを示

した（12.3）(72)。これは、伊藤が以前のような「韓国分割による対露柔軟政策」の立場ではな

かったことを意味している。

　しかし、ウィッテとラムズドルフは基本的に韓国問題に限定した交渉を希望した。韓国の

独立保障、韓国領土の相互軍略的不使用、大韓（対馬）海峡の自由航行等の条件下では韓国

を日本に任せることはできても、日本の韓国での軍事的行動は絶対容認できなかったのであ

る(73)。特に、ウィッテは、満州での「自由行動」の代償として韓国での日本の権利を認める

ことはできないという強硬な態度で一貫していた(74)。ラムズドルフも韓国でのロシアの利益

は絶対にあきらめないという立場であった(75)。すでに西-ローゼン協定で「韓国での商工業

における日本の優位を認め」たことの代償として、満州でのロシアのフリーハンドについて

日本の承認を受ける理由はないと表明していたロシアとしては(76)、露清間の問題である満州

問題を韓国問題と結び付けたくなかったのである。

　だが、ウィッテとラムズドルフとの交渉をもとにした伊藤案は、クロパトキンとツァーリ

70 P(apers) relating to F(oreign) R(elations) of United States, Washington Government Printing Of-
fice, 1900- 1904, Conger to Hay; 3 December 1901/Hay to Conger, 6 December 1901/no. 898, Con-
ger to Hay, 29 January 1902; 『日外』第34巻、文書番号361、473-474頁; êÓÏ‡ÌÓ‚. ìÍ‡Á. ÒÓ˜.
ë. 342; 『朝日新聞』1901年12月18日、21日。

71 äÄ. í. 63, 6/13/19/22 ÌÓfl·fl 1901 „., Ò 41- 44; D(ocuments) D(iplomatique) F(rancais) 1871- 1914,
Ministère des Affaires Etrangère, Paris Imprimerie Nationale, 1930- 1959, Second ser., I. nos. 40l,
435, 447, 500, 527, 532, 545, 548.

72 äÄ. í. 63, ‰ÓÍÎ‡‰Ì‡fl Á‡ÔËÒÍ‡ ã‡ÏÁ‰ÓÙ‡ Í êÓÏ‡ÌÓ‚Û, 2 ‰ÂÍ‡·fl 1901 „., ÔËÒ¸ÏÓ ã‡ÏÁ‰ÓÙ‡
Í àÁ‚ÓÎ¸ÒÍÛ, 4 ‰ÂÍ‡·fl 1901 „., Ò. 47- 48; 『日外』第35巻、文書番号26，109-113頁; Kengi
Hamada, Prince Ito, Tokyo: Sanseido Co., 1936, pp.145- 15l; êÓÏ‡ÌÓ‚. ìÍ‡Á. ÒÓ˜.ë. 332- 333.

73 äÄ. í. 63, ‰ÓÍÎ‡‰˜‡fl Á‡ÔËÒÍ‡ ã‡ÏÁ‰ÓÙ‡ Í êÓÏ‡ÌÓ‚Û, 5 ‰ÂÍ‡·fl 1901 „., Ò. 44- 46; Comte Cassini,
“Russia in the Far East,” North American Review CLXX, VIII, 1904, pp. 685- 686; Hamada, op.cit.,
p.160.

74 GP XVII, Alvensleben an Bülow, no. 5042, 4 Dezember 1901, pp.144- 145; êÓÏ‡ÌÓ‚. ìÍ‡Á. ÒÓ˜.ë.
336- 337.

75 äÄ. í. 63, ÔÓÂÍÚ ÒÂÍÂÚÌÓÈ ÚÂÎÂ„‡Ï˚ ã‡ÏÁ‰ÓÙ‡ Í àÁ‚ÓÎ¸ÒÍÓÏÛ, 5 ‰ÂÍ‡·fl 1901 „., Ò. 48.
76 è‡Í ̃ ÓÌ ıfi. êÛÒÒÍÓ- flÔÓÌÒÍ‡fl ‚ÓÈÌ‡ 1904- 1905 „„. Ë äÓÂfl. å., 1997. ë.29.
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によって反対され、ウィヅテの韓国中立化政策は国内的にも難航していた(77)。クロパトキン

の修正案はさらに強硬になって、日本の韓半島の軍事戦略的使用に反対、ウラジオストクと

旅順の間の航行を妨げるおそれのある、韓国南部海岸における日本の要塞建設も許さないと

するものであったばかりか（ロシアの満州での自由行動権の承認を日本に要求していた(78)。

さらに、韓国をあきらめられないばかりか韓国北部を中立地帯化するというクロパトキンの

主張は、ベゾブラゾフの韓国への積極的進出路線とも一致したものであった(79)。

　結局、ウィッテが新たに作りあげたロシアの修正案（12.17）は、日本による韓半島の軍事

戦略的不使用、大韓海峡でのロシアの自由航行保障、日本の韓国での政治的権限耕除、満韓

国境中立地帯化などを認め、クロパトキンの案を受入れたものだった(80)。しかし、伊藤は最

終的にこの修正案を断った。日英同盟の締結を目前にし、自信を深めていた日本政府の強硬

意見が反映されたためであった。桂と小村の意見は、ロシァの軍事行動を鉄道保護に限定

し、満州の一部を戦略的に使うことを禁止するというものであった(81)。なぜなら、ロシアに

よる満州の吸収こそ韓国支配への手順であって、韓国でのロシアの特権を「韓国の独立」に

背くこととして促えたからであった(82)。結局、伊藤が、1）日本が韓国に派兵する際、及び

日本が韓国政府に助言する際、ロシアとの事前協議を条件とすることに反対、2）露清国境

に接している不毛地の中立地帯化に反対、3）韓国に対する日本の自由行動権の制限に反対、

4）満州におけるロシアの自由行動などに反対、といった日本政府見解を表明したため、両

国の穏健派の接近により成功しそうであった韓国中立化の交渉は再び決裂してしまった。

3. 一次満州撤兵と「露・日・米三国保障による韓国中立化」

　ウィッテはロシアの満州での実利について何一つ保障を受け入れられないまま、1902年

４月、満州撤兵協定に同意した。これは日英同盟（1.30）が締結され、露清銀行による満州

の独占計画が失敗した後であった。予定されていたロシアの一次撤兵（10.8）は、正規軍の

白い肩章と襟を財務省傘下の鉄道守備隊の緑色に変え、兵力を市から鉄道区域に移動させた

ものにすぎなかった。つまり正規軍と鉄道守備隊の区別がないロシア軍の二重性を利用した

「撤兵」であった。ロシアにとってより深刻な問題は、撤兵と共に満州の門戸開放が加速化

することであった。カシニ（Ä.è. ä‡ÒÒËÌË）駐米ロシア公使は本国に、「米国の商業利益が

保障されれば、満州におけるロシアの行動を妨げない」というヘイの言及を数次にわたり報

77 D.M. McDonald, United Government and Foreign Polky in Russia, 1900- 1904, Harvard Univ. Press,
1992, p. 24.

78 äÄ. í. 63, ÍÓÔËfl ÒÂÍÂÚÌÓ„Ó ÔËÒ¸Ï‡ äÛÓÔ‡ÚÍËÌ‡ Í ã‡ÏÁ‰ÓÙÛ, 13 ‰ÂÍ‡·fl 1901 „., Ò. 49- 51.
79 The Memoires of Count Witte, trans., and edited by S. Harcave, M.E. Sharpe, Inc., 1990, p. 303; 満州

占領以来継続してきたウィッテとクロパトキンの反目は、ペゾブラゾフ一派が浮上した1903

年５月以降おさまり、両者は協力するようになる。

80 äÄ. í. 63, ÍÓÔËfl ÒÂÍÂÚÌÓ„Ó ÔËÒ¸Ï‡ äÛÓÔ‡ÚÍËÌ‡ Í ã‡ÏÁ‰ÓÙÛ, 13 ‰ÂÍ‡·fl 1901 „., Ò. 51- 52.
81 『日外』第35巻、文書番号26、135-137頁。

82 阿部光蔵「満洲間題をめぐる日露交渉」『国際政治』、1965年、46頁; Hamada, op.cit., pp.161-

162.
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告した(83)。しかし、ウィッテは、米国が日英同盟陣営に加わらないようにするのがまず先決

課題だと考えたのである。それは、米国がロシアの満州撤兵こそ門戸開放（Open Door）に

直結するとして強硬な反露戦線を構築していたため(84)、米国の反擾をおさえる必要があった

からである。

　一次撤兵の直前に提案された、「日・露・米三国保障による韓国中立化」（パヴロフ、イズ

ヴォリスキ、カシニの計画として知られている）(85)は、まさにそのような状況の下で生まれ

たものである。この中立化案に、米国が保障国として提示されたが、その意図は先行研究に

おいては十分に説明されていなかった(86)。３人の現地公使たちによるこの案は、すぐ米国の

強い反対を受けて挫折し、一つのハプニングとして終ってしまった。この案を、当時の日本

外務省は６カ月間あまりも鋭意注視した。先行研究は露米接近を防ぐための日本の執拗な努

力やこれについての外務省の多くの記録に過剰な関心を注いだために、ロシアの中立化計画

を分析する上でこの「三国保障による韓国中立化」案の比重を過大評価したきらいがある。

また、この案を重視しすぎた事は、３人の現地公使たちが即興的に韓国中立化を試みたとす

る説を堅めてしまったと思われる。

　「三国保障による韓国中立化」案の挫折過程を要約すると以下のようになろう。この案は、

パヴロフが７月31日にイズヴォリスキと会い、さらに９月初めにパリでカシニと議論した後、

東京でイズヴォリスキと再度議論しできあがったものだった。この中立化案を本国政府に提

出した後、米国政府にも提案するつもりであった(87)。３人のロシア外交官による韓国中立化案

についての情報を手に入れた小村は、高平小五郎駐米公使と栗野慎一郎駐露日本公使に、こ

の事態を注視することを命じた。一方、露米接近を防ぐという日本の意図を意識していた米

国政府は、ロシアからの具体的な提案は受けていないと日本に最後まで表明していた(88)。

結局、日本は、韓国中立化案は米国側に提案されなかったと結論づけた(89)。バック（A.E.
Buck）駐日米国公使は初めて栗野にこの事実を伝えたが、韓国中立化案とともに、それに

対する小村の反対意見も本国政府に報告した(90)。林駐韓公使がアレン（H.N. Allen）駐韓米

83 Zabriskii, op.cit., p. 85.
84 『外交時報』第65巻、1903年６月。

85 『日外』第35巻、文書番号182、393-394頁; BFO, 405/129, Scott to Lansdowne, 25 December
1902, p. 29 ; NA, U.S. Minister’s Despatches Roll No.19, Allen to Hay, 6 November 1902.

86 李鉉淙、森山茂徳、朴煕琥の研究参照。

87 『日外』第35巻、文書番号182、393-394頁；『朝日新聞』1902年８月１日; PFR, nos. 669/679,
Mr. Buck to Hay, 15/27 August 1902; Payson Treat, Diplomatic Relations between the United States
and Japan 1895- 1905, vol. III, Stanford Univ. Press, 1938, pp. 164- 166.

88 『日外』第35巻、文書番号183、184。高平は数回（10.6、10.9、10.15、11.20、1903.2.9）、ヘイ国

務長官に会って、韓国中立化に関する米国の態度を探った結果、「ロシアからは何の提議もな

かったが、今後提案のある場合は日本側の意見を十分に考慮する」という約束を得た（『日

外』第35巻、文書番号188、191）。ヘイは10月15日の会同で、「13日カシニに会ったが何の

言及もなかった」と（『日外』第35巻、文書番号192、193）、また「11月20日と24日の米国

滞在中のパブルロフとの会同でも何の言及もなかった」と伝えた（『日外』第35巻、文書番

号204、205）。

89 『日外』第36巻別冊１、文書番号394、448頁。
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国公使から、韓国を中立化することは望ましくないとの言質を得たのもこの時である(91)。ロ

シアの提案を受入れる意志が全くなかった米国と日本により、「三国保障による韓国中立化」

案は初期段階で消えてしまった。

　この案は通常言われているような、ロシア現地公使たち独自の策とは言えない。米国の日

英同盟加入を防ぎたい一心で満州と韓国での日本の権利を認めた、ウィヅテの政策の延長と

して理解すべきではないだろうか。ウィッテが撤兵協定に同意せざるを得なかった主な理由

も、門戸開放をスローガンとした米国の強い抗議（2.3）が日英同盟に次いで日・英・米同

盟につながる危険性を孕んでいたからである(92)。このほか、ウィッテが、満州問題によって

悪化した米国との関係を改善するために、米露通商条約の改定交渉をワシントン

（Washington）で行うことを提案したこと(93)は、米国の利益を認め、米国の反発をおさえる

ためのロシアの働きかけの一例であった。ロシアの半官営通信「ノーヴォエ・ヴレーミヤ

（çÓ‚ÓÂ ÇÂÏfl）」は、すでに1900年９月末に、米国との同盟で英日の連合を牽制すべきだ

という主張(94)を掲載したことがある。これは、以前に趙秉式公使が青木外相に次いでバック

駐日米国公使にも中立化への協力を要請したことと通じるものである。この構想は、結局、

バック公使が「駐米韓国公使を通して本国に伝達すべき事案」としてかわしたため挫折した

が(95)、こうした試みに、米国を中立保障国にしようとする韓・露の意図があらわれている。ま

た、ウィッテの満州視察結果報告（1902.11）には、彼の韓国中立化政策が含まれていた。ロ

シアの内部で彼以外これを支持する者がいなかったことからも、この三国保障案がウィッテ

の政策の延長線上にあったことがわかる。

　つまり、ウィッテの報告の趣旨は「適当な代償があれば、当分の間、韓国を日本の統制下

に置くことにより戦争を避けるべきだ」(96)ということであった。ウィッテは1903年２月７日

の第３次東アジア特別閣僚会議(97)でも再度韓国中立化を提示した。先に述べたように、

ウィッテの韓国中立化の内容は、韓国の独立保障・韓国領土の相互軍事戦略的不使用・大韓

（対馬）海峡の自由航行という三つの条件であった。クロパトキンは、韓国領土の軍事戦略

的不使用という条件を日本が認めれば大韓海峡の自由航行はすでに保障されたのと同じであ

ると述べ、ウィッテの韓国中立化条件全体を批判した。まティルトフ（è.è. í˚ÚÓ‚）海

90 PFR, nos, 669. 679, Mr. Buck to Hay; 15/27 August 1902, Treat, vol. III, op.cit., pp. 164- 166.
91 『日外』第35巻、文書番号196、410頁；信夫清三郎、中山治一編、『日露戦争史研究』河出書

房新社、1959年、111-112頁。

92 PFR, Hay to Tower, 1 February 1902, Tower to Lamsdorff, 3 February 1902; DDF II, no. 137. ローゼ

ンによると、米国は日英同盟に加わるよう提議を受けた（Rosen, op.cit., p. 222）。林駐韓公使

は米国は日英同盟陣営と同様に日本の強力な友好国であると述べた（F.E. Harrington, God,
Mammon, and the Japanese, Arno Press, 1944, 1980, p. 316）。

93 PFR, no. 608, Tower to Hay, 24/27/30 September 1902; 『朝日新聞』1902年10月４日。

94 『朝日耕聞』1900年９月20日。

95 ÄÇèêà, Ù. 133 ÓÔ. 470 ‰. 102, Î. 249, ÒÂÍÂÚÌ‡fl ÚÂÂ„‡ÏÏ‡ àÁ‚ÓÎ¸ÒÍÓ„Ó, 1 ÓÍÚfl·fl 1900 „.
96 ÇÎ‡‰Ë‚ÓÒÚÓÍ. 5 ÓÍÚfl·fl 1902 „.; 『外交時報」第63巻、1903年４月20日、27-31頁; McDonald,

op.cit., p. 26.
97 äÄ. í. 52, Ò. 111- 112.
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軍省局長も、ロシアの韓国南部馬山浦使用を不可能にする恐れがあるウィッテの中立化条件

に反対した。従って、一次満州撤兵前後ロシアの対韓政策の基調は、戦争を回避するために

はしばらくの間韓国を「あきらめる」可能性もあることを示したウィッテの構想から、韓国

を絶対にあきらめないというクロパトキン等の政策及び鴨緑江流域への積極進出論を主張し

たベゾブラゾフの政策へ変っていったのである。結局、一次撤兵前後、ロシア政府内部に

は、ウィッテを除けば、韓国中立化案に賛成する閣僚はいなかったのである。

　一次満州撤兵前からロシア政府内に不安と危機意識があったことは、８月前後の『ノー

ヴォエーヴレーミャ』の論調が度々変化したことからもわかる。対韓積極進出論(98)、韓国の

政治・軍事・外交に対する日・英・米三国の影響力増大への激しい批判(99)、日本との戦争を

避けるための日露親善及び協商論(100)等が、この時期『ノーヴォエ・ヴレーミャ』に一挙に掲載さ

れたが、それはロシア内部で政策混乱があったことを示していた。このような東アジア政策

の混乱の状況の中でも、ウィッテの韓国中立化政策は一貫して試みられ、三国保障案もこの

一部であったのである。結局、三国保障による韓国中立化案は、米国の名を具体的に拳げた

ことを除けば、1901年１月の「列強の共同保障による中立化」案と大差がなく、今まで

のウィッテの中立化政策の延長線上にあるものだった。さらに、これまでの中立化の試みの

全てがツァーリの勅命によって展開されたことを考慮すれば、この三国保障案もロシア政府

の一貫した政策によるものだったとみられる。

　間接的ではあるが、日英同盟の後、引続き行われてきた日本の積極的な対露交渉も、ロシ

アの中立化提案を導いた背景として作用していることにも注目したい。すでに日英同盟を通し

て、「清国では英国と等しい地位を、韓国ではもっと優勢な利益」(101)を認められた日本は、ロ

シアとの交渉でも一層優位な立場を占めることができた。小村は、日英同盟の直後、栗野を

通じて、西-ローゼン協定をなくして、伊藤・ウィッテ・ラムズドルフの議論をもとにする新た

な協定について検討することを、数回にわたってラムズドルフに提議した（2.24、５月、7.23、

8.4、9.14）(102)。特に、８月４日の栗野の提議には、満州でのロシアの鉄道権益と韓国での日

本の自由行動権の相互認定(103)とが含まれているが、これは同盟締結時に英国から最後まで

認められなかった韓国での自由行動権を確保するためであった。これは、「満州でのロシア

の権益を鉄道に限定し、韓国を日本の勢力圏にする代りに、一部の鉄道権益をロシアに与え

る」(104)ことを基本とする桂内閣の対露協商原則と一致するものであった。この案が一年後の

日本の対露交渉公式案と大差ないということから、日本の立場が一貫していたことが理解で

きる。

98 『朝日新聞』1902年８月１日。

99 çÓ‚ÓÂ ÇÂÏfl. Ä‚„ÛÒÚ 1902 „.; 『朝日新聞』1902年８月31日。

l00 çÓ‚ÓÂ ÇÂÏfl. Ä‚„ÛÒÚ 1902 „.; 『朝日新聞』1902年８月１日、29日。

101 BD II, nos. 110, 115, 125, pp. 114- 120.
102 è‡Í ̃ ÓÌ ıfi. ìÍ‡Á ÒÓ˜. ë. 120 ; The Memoirs of Witte, op.cit., p. 368 ; McDonald, op.cit. p. 28; Nish,

op.cit., p. 128.
103 êÓÏ‡ÌÓ‚. ìÍ‡Á ÒÓ˜. ë. 402- 403
104 伊藤之雄「日露戦争への政治過程」山本四郎編『日本近代国家の形成と展開』吉川弘文館、

1996年、270頁。
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　相次ぐ日本の提案に対し、ラムズドルフは、韓国での日本のフリーハンドという代償を

もって、満州でのロシアの全ての利益が承認されるわけではないので、より多くの利益を確

保するためには日本が新たな提案をするまで待たなければならないと主張した。その主張は、

栗野の提案が公式に議論された第三次東アジア特別閣僚会議でも繰り返された。しかし、ロ

シアの満韓政策はすでに強硬なものとなっていた。「満州での権益保障と鉄道安全について

の確かな保障」がなければ更なる撤兵は繰り下げるしかなく、韓国を日本に与えることを代

償としながら対日和解を摸索するのは犠牲が大きいというクロパトキンの主張が優勢になっ

ていたのである(105)。

　こうした政府内の雰囲気と皇帝の個人的代弁者を自認するベゾブラゾフにより、結局、満

韓政策の混乱が招かれたのである。アレクセーエフ（Ö.à. ÄÎÂÍÒÂÂ‚）関東州総督はベゾブラ

ゾフの煽動で、撤兵完了にもかかわらず牧丹と牛荘を再占領しかつ、シベリアの予備連隊出

身の森林護衛兵三百人と清国人服装を着用した六百人を鴨緑江流域に投入した(106)。もとも

と「鴨緑江利権問題」は、韓国への膨脹計画をあきらめたヴリネル（û.à. ÇËÌÂ）の鴨

緑江森林採伐権（1898）に由来するものである。それは、鴨緑江流域の満韓国境こそ満州国

境と旅順港との鉄道連結の盾として、満州防衛の際、絶対的に必要な地域というベゾブラゾ

フの対韓進出計画に起因するものであった。1903年４月の第四次東アジア特別閣僚会議は、

満州不割譲（１条）とロシアが満州で獲得した全ての権利の保障（７条）を含んだ対清七カ

条案をもって、満州の門戸閉鎖と既存の対清協議を白紙にもどすことを確認した。この後、

ベゾブラゾフの対韓進出計画もツァーリから認められた（4.18）(107)。七カ条要求案に対する

慶親王のはっきりとした反対（4.22）と、日・英・米の激しい抗議(108)にもかかわらず、満州に

おける利益の保障なしには北満州から撤収できないということが、４月26日の閣僚会議で

も再確認され、ウィッテもこれに同意した。

　対韓進出強行派に同意する傍ら、「鴨緑江利権問題で日本と戦争は望まず、必要であれば

日本の韓国占領を認める覚悟である」と述べたヅァーリの覚書は、ウィッテの意見を最終的

に受け入れたものであった(109)。だが、これはツァーリの優柔不断な性格と閣僚達の勢力均

衡の上に君臨しようとした彼の意志をあらわしたのみで、日露交渉には何も役に立たなかっ

た。７月の旅順会議（第五次東アジア特別閣僚会議）は、ロシアが満州合併をあきらめるこ

とを決定した。しかし、東清鉄道南満支線（哈爾賓-旅順）が完成された７月以後、ロシア

政府内では撤収反対の意見が強くなった。その直後のウィッテ辞任（8.15）は、ベゾブラゾ

フ派としてウィッテと対立関係にあったプレヴェ（Ç.ä. èÎÂ‚Â）内相がツァーリに影響力を

行使した結果でもあった。

105 実はウィッテ自身も、満州視察報告を通して満州に残っていた２万５千人の鉄道守備隊の維

持のため、ロシア軍の兵姑基地であった吉林と満州の主要都市の占領及び鉄道租借権の延長

を主張し、二次撤兵に対して疑念を表明したことがあった。

106 A.N. Kuropatkin, The Russian Army and the Russo- Japanese War, New York: E.P. Dutton and Com-
pany, 1909, vol. I, p. 170; BD II, no. 226, MacDonald to Lansdowne, 27 April 1903, pp. 198- 200, no.
231, C. Scott to Lansdowne, 14 May 1903, pp. 203- 204.

107 BD II, no. 228, pp. 201- 202; êÓÏ‡ÌÓ‚. ìÍ‡Á. ÒÓ˜. ë. 458.
108 PFR, no. 1283, Conger to Hay, 29 April 1903; The Independent, 7 May 1903.
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　「対日交渉を含め、東アジア問題と関連した軍事、外交等全ての業務を東アジア総督府が

つかさどる」という勅令が宣布されたのと同日、日本から最初の公式対露交渉案が提示され

た（8.12）。清国と韓国の領土保全、韓国での日本の優位、満州での商工業の機会均等、鉄

道権益に限る満州でのロシアの権益など(110)がその内容で、１年前の栗野の提案と大差がな

かった。日本の対露交渉の目標は、韓国では日本の絶対的優位確保、満州ではロシアの部分

的優位のみを認定する非常に強硬なものであった。この路線はすでに４月21日、ロシアの

二次撤兵不履行に対処するため日本の主要閣僚たちが無隣庵（山県の京都の別荘）に集まっ

た緊急対策会議において固められていた。この会議では、「絶対に韓国は譲れない」という

前提のもと、「開戦も辞さず」として、ロシアと談判を開始することが合意された。陸軍参

謀本部の対露開戦方針確定（6.17）に次ぐ御前会議も、日本が韓国を完全掌握し且つロシァ

の満州掌握を防ぐという、小村の強硬な対露交渉原則を承認した（6.23）(111)。

　ロシアが以前の姿勢を変えて、満韓問題を日本と直接交渉し始めたのは、「１年以内の撤

兵」を骨子としたロシアの最終的な対清「五カ要求案（9.6）」を、日本の圧力を受けた清国

政府が断った後であった。こうしてロシアが韓国問題で日本との交渉の土俵に引きずり出さ

れた後、日露交渉の最大争点として残ったのは、韓国での中立地帯設定問題であった。ロシ

アにとって韓国北部の中立地帯化は、日本との京義鉄道（京城-義州）敷設権獲得競争に終

止符を打ち、かつ、日本の満州進出を防ぐための絶対的な要求であった。それゆえ、ロシア

側は、満州を自分の勢力圏にし、韓国を日本の勢力圏にすることを認めた、つまり満韓交換

的な対日交渉案においてさえ、その第６条には、北緯39度線以北の韓国領土を中立地帯化

することを要求した（10.3）(112)。これに対し日本は、鴨緑江西岸の両側50kmのみを中立地帯

化することを主張した（10.30）(113)。12月11日、最終的に日本に通達されたロシア側協定草

案の内容は、「北緯39度以北地域の中立地帯化と、軍事目的を除く韓国での日本の自由裁量

109 アバザー（Ä.å. Ä·‡Á‡）を通して旅順会議に伝えるようになっていたツァーリの覚書は、６

月24日ベゾブラゾフに通達されたにもかかわらず、ベゾブラゾフはこの事実を旅順会議に伝

えなかった。クロパトキンによってこの事実がツァーリに知らされ、ベゾブラゾフが間責さ

れたことからもその故意性が立証される（êÓÏ‡ÌÓ‚. ìÍ‡Á. ÒÓ˜. ë. 437; Malozemoff, op.cit., p.
220, McDonald, op.cit., p.59）。一方、ベゾブラゾフは東部地方を巡察していたために初期の

会議に出席できず、そのため巡察から帰る途中アバザーを通して覚書について聞いたとする

説（Nish, op.cit., p. 171）と、この方針がともすれば日本に対するロシア側の譲歩として誤解

される可能性があったために、ロシア極東兵力の増強以前には日本側には伝えないことに

なっていたという説（White, op.cit., p.68; 森山茂徳、前掲書、144頁）とがある。

110 British Parliamentary Papers. China, 1904, House of Parliament 1898-  1921, no. 94; Correspondence
(Regarding the Negotiations between Japan and Russia 1903- 4), presented to the Imperial Diet, 1904,
nos. 3.6, 3/12 August 1903.

111 大山梓『日露戦争の軍政史録』東京、1973年、31頁；日露陸軍省編『明治軍事史』下、原書

房、1966年、1264頁；『公爵桂太郎伝」坤巻、原書房、1966年、117-122頁参照。

112 『日外』第36巻別冊１、文書番号25、22-23頁; Correspondence, no. 17, 5 October 1903.
113 『日外』第36巻別冊１、文書番号31、27-28頁; BD II, no. 249, MacDonald to Lansdowne, 22

October 1903, p. 217; Correspondence, no. 22, 30 October 1903.
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権は認めるが、満州問題においての日本の干渉は認めず」(114)というものであった。これは１

年前の栗野の提案と何ら大差ないものであった。日本の最終交渉案（12.21）に対し、1904年

１月、ロシアは韓国については自国側の原案を変える気はないと応答した(115)。

　戦争勃発の危険を孕んだ情勢ではあったが、サンクトベテルブルクのロシア外務省に伝え

られた日本の最終提案に対するロシア側の回答は、旅順の東アジア総督府本部との調整を経

て、ツァーリの決裁を受けた後に、初めて東京のローゼン駐日公使を通してなされた。ラム

ズドルフが私見と断わりながら提示した対日条件には韓国の猛立や領土保全、大韓海峡航行

の自由、韓国南部の海岸の非要襲化、中立地帯設定などが含まれていたが、満州については

何の言及もなかった(116)。開戦直前の２月にラムズドルフが提示したこの意見は、ウィッテ

による韓国中立化条件を繰り返したものにす蓼ず、日本との開戦（2.8）を避けるものには

ならなかったのである。

おわりに

　以上、ロシアの韓国中立化政策が展開された経緯及びその挫折の過程を、ウィッテの満州

政策と関連させて述べてきた。ロシアは西-ローゼン協定と英露鉄道協定（I899）によって

満韓での日英双方の利益をいったん了承したが、1900年７月の満州占領をきっかけとして

再び満韓に対する野心をあらわにした。韓国中立化政策は、東清鉄道が完工されるまで満州

を保全して、日本の韓国侵入を事前に防ぐためのものであった。これは韓国の中立を国際問

題化させようとしたウィッテによって創案主導された。

　「列強の保障による韓国中立化」のための対日秘密交渉は、満州占領を既成事実として認

めさせるための対清秘密交渉と並行して行われた。ロシアの韓国中立化の試みが、韓半島勢

力圏分割論から条件付き満韓交換、三国保障による中立化、中立地帯の設定などに至るまで

様々な形で提起されたのは、満州占領と撤収の状況に呼応してロシアの対韓政策が変化した

ためであった。満州占領時には、ロシアは既存の日露協定に代えて、韓半島の勢力圏分割を

はかろうとした。しかし、中立化の対日提案と清国との単独交渉が全て失敗に終った1901

年春以後は、満韓交換による韓国中立化案が、条件付き満州撤兵と共に提起された。勿論こ

れは日本との戦争を回避することを目的としていたが、あくまで韓国でのロシアの戦略的利

益をあきらめるべきでないという方針によるものであった。さらに、満州撤兵協定以降に

は、韓国中立問題を国際問題化し且つ米国を介在させて勢力均衡を回復しようとした。しか

し、この試みも失敗した。

　対日交渉に反映されたウィッテの韓国中立化条件は、程度の差があったとしても、満州を

守るための対日障壁の手段であった点においてクロパトキンやベゾブラゾフの主張と基本的

には一致していた。韓国の独立、大韓海峡の航行自由の保障、韓国の軍略的使用の禁止、韓

国北部の中立地帯化などは、日露戦争勃発前夜に至ってもあきらることができなかったロシ

114 Correspondence, no. 34, 12 December 1903.
115 Correspondence, nos. 38/39, 7/13 January 1904.
116 NA. Minister’s Dispatches roll 60, McCormick to Hay, 7 February 1904; Correspondence, no. 50, 5

February 1904.
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アの対韓戦略利益であった。ロシアにとっては「韓国の独立」保障が、日本の韓国完全掌握

を防ぎ、韓国を完全に放棄しないための防衛的なものであったのに対し(117)、日本にとって

のそれは、ロシアの勢力を駆逐し、韓国を完全に掌握するための攻撃的なものであった。し

かし、日英同盟が他の列強の韓国領土占領を許容しないと規定していたことも想起すれば、

日本としては、満州撤兵が行われていない状況下で、韓国北部での中立地帯設定などのロシ

アの主張を受入れることはできなかったのことがわかる。

　日本外務省は、ロシアの満州での優位を前提とする韓国中立化案に反対した。即ち、外務

省が最初から中立化ではなく満韓交換の立場であったことは、ロシアとの開戦も辞さずとし

て積極的な対韓進出を摸索したいわゆる「小村路線」以前の青木-加藤の対露交渉原則にお

いても既に明らかであった。日本の対韓政策も、1901年の春をきっかけとして、単なる満

韓交換論から、満韓不可分に立脚した満韓交換及び韓国保護国化へと転換した。それは、英・

独との同盟締結の可能性と、満州の門戸開放を異口同音に求める列強の反露的姿勢とに応援

されながら、韓国問題に関しては日本の方が優位を占めていたからである。

　従って、ロシアの韓国中立化政策の失敗は、概括すれば、ロシアが旅順・大連を租借した

1898年以後、満州でのロシア牽制のために背後で日本を支援した英米の利害が一致した(118)

結果であった。特に、日英同盟の背後で満州の門戸開放という利益を得ようとした米国が、

「極東の安定と韓国民の安定のために、韓国に対しての日本の権利を認め」たことによって、

すでに1903年の時点で東アジアの勢力均衡の行方は決められてしまったということができ

る(119)。ロシアが数回にわたって米国の日英同盟への加担を牽制する一方、満州での米国の

商業的利益を認め、韓国中立化に引き入れようとした理由もここにある。

　以上に加えて、ドイツの二重政策こそが日露間の不信を一層深刻にさせた原因であったと

いうことは、満韓をめぐっての日露両国の衝突危機から確認できる。ドイツは、韓国に対し

ての日本の利益の認定と対露開戦時の好意的中立を日本に約束した。他方、ロシアにも対日

開戦時の支援を約束し、ツァーリの攻撃的な東アジア政策を助長したのである(120)。露仏同

盟を無力化させ、ロシアをして東アジアの膨脹に専念するように助長したカイザーの政策

が、ツァーリの対独依存を深化させたのはすでに知られた事実である。ツァーリの盲目的対

独姿勢は、独・仏・米などの資本と外交的支援を得て、韓国を盾として満州の利益を得るつも

りであったベゾブラゾフ一派の政策に直結するものであった。

（翻訳協力  金  成浩）

117 äÄ. í. 3. ‰ÓÍÎ‡‰Ì‡fl Á‡ÔËÒÍ‡ ã‡ÏÁ‰ÓÙ‡ Í êÓÏ‡ÌÓ‚Û, 14 ‰ÂÍ‡·fl 1900 „., Ò. 53.
118 崔文衡『列強 　東 政策』（ソウル：一潮閣、1979）、164頁。

119 ロシアの二次撤兵不履行後、米国の対韓政策の大筋が確定したが、米国の大衆は、米国は日

本の対露戦争を支援するだろうと思い始めていた（Hunt, op.cit., p. 98, Harrington, op.cit., pp.
323- 324; White, op.cit., p. 91）

120 『外交時報』第71巻、1903年11月20日、1405-1406頁; Ignat’iev, op.cit., p.256; J. Steinberg,
“Germany and the Russo- Japanese war,” The American Historical Review, vol. 75, no. 7, 1970, p.
1967.
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Russia’s Korean Neutralization Plans and Witte’s Manchurian Policy

Hua-jeong Seok

This paper elucidates the plans for Korea’s neutralization by Russia between 1900-1903
and evaluates its connection with Count Witte’s Manchurian policy It deals with a series of
three attempts to realize Korea’s neutrality under the auspices of a “joint guarantee by the
Powers,” which was invented by the Russian government. In most of the literature reviewed,
discussions about Russia’s Korean neutralization plans have failed to view them as policies
initiated by the government as a whole, and tended to interpret them only as impromptu,
unauthoritative proposals by Russian Ministers on the spot. Witte, as the Russian Minister of
Finance who had the greatest influence in Russian East Asian affairs, sought to strike separate
under-the-table deals with Japan concerning K orea’s neutrality.  Japan in fact wanted a free
hand for itself in the Korean peninsula, however, which seemed to Russia absolutely unaccept-
able in view of Korea’s paramount strategic significance.  This study shows that Korea’s neu-
tralization was Russia’s ultimate goal, and this goal conflicted with lapan’s stance on the Ko-
rean and Manchurian issues. In the end, these tensions contributed to the outbreak of the
Russo-Japanese War in 1904.

The Korean neutralization policy was originated and conducted by Witte. This was due
to Witte and his ministry’s involvement in all aspects of Russian foreign affairs. Witte’s solu-
tion to the Korean problem was always connected with the situation in Manchuria, where the
Russians wanted to exercise their extraterritorial rights. He brought up the Korean neutraliza-
tion policy as a temporary means to defend against the lapanese from “getting into Korea”
while Russian troops were actively engaged against the Boxer Rebellion in Manchuria.  Witte
argued that Japan would be handicapped by the expenditures it was making in Korea and that
it would be much more susceptible to Russian pressure, especially once the Transsiberian Rail-
road was completed.  All of which would make it easier for Russia to take possession of Korea
later, if circumstances required.  In other words, Witte was simply searching for a modus vi-
vendi until Russian preparations were complete.

Henceforth Russian troops occupied Manchuria on 7 January 1901, Izvolskii, the Rus-
sian Minister to Japan, proposed Korea’s neutralization under international guarantees, that
is, by Japan and Russia, which in substance would divide the Korean peninsula according to
each side’s sphere of influence.  The Japanese government, however, replied that they would
not discuss Korea’s neutrality until the Russians took steps to move their armies out of Man-
churia. By replying through Chinda, the Japanese Minister to St.Petersburg, Japan by- passed
lzvolskii who had been entrusted by the Czar with the authority to negotiate the neutraliza-
tion issue.  The two countries’ relations continued to be very strained.

The “war crisis” of Spring 1901, caused by the conflict and mutual distrust between
Russia and lapan on the Manchurian and Korean questions, had a number of consequences.
First, it tended to unite Japanese statesmen who had previously been undecided with the pro-
ponents of the Anglo- Japanese alliance.  Second, for Witte, Russia’s primary concern was to
avoid war with Japan, and the best means for solving the Manchurian problem was to re-
nounce any political intentions in Manchuria and limit Russian interests there to the protec-
tion the Chinese Eastern Railway’s interest as a private company With regards to Korea, he felt
that if lapan demanded the country’s annexation, the proper course would be to open the
issue to international discussion.  Even if Japan seized Korea, Russia should not consider it a
casus belli.

Following the “war crisis,” a second neutrality scheme was attempted by Witte himself.
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In July 1901 , when his ideas were accepted as the basis for a plan for the three-stepped e vacu-
ation of Manchuria with some reservations, he approached the Japanese Minister in
St.Petersburg and suggested, unofficially, a conditional arrangement regarding the crucial Ko-
rean problem.  Russia, he said, would agree to a settlement making Korea a neutral area, but
allow Japan the right to supply the Korean government with administrative and fmancial ad-
visers as well as with a chief of police. In return, Iapan would officially recognize Russia’s
preponderance in Manchuria.  Witte’s practical proposals would have conceded Japan’s de-
mands in Korea with some reservations and normalized relations with China.

The main concern of Wiitte’s counterpart, however, was Korea, and for Japan it was seen
as matter of life and death for Japan to keep Russia out of Korea.  Japan could not question the
actions of Russia in Manchuria merely on the basis of the London Times revelations of re-
ported Russo-Chinese secret ne gotiations to consolidate Russia’s occupation of Manchuria.
By tying in the Manchurian question with Korea they hoped to ascertain Russia’s intentions.
The Russian proposal ended in failure because lapan would not enter into an agreement con-
cerning Korea until the fate of Manchuria was decisively settled.

Russia did not take this to mean a breakdown in negotiations.  In Decernber 1901, while
the question of a military retreat from Manchuria was a heated subject of discussion between
Russia and China, Witte suggested more specific neutrality terms in St.Petersburg, in talks
with Ito, Iapan’s former Premier.  It is evident that the Russians accepted the Japanese de-
mands with respect to Korea only with the following qualifications: guarantees to maintain
Korea’s independence, not to use any part of Korean territory for strategic purposes, and not
to hinder Russia’s free passage through the Korea Strait. In return, Russia was to be left with a
free hand in Manchuria.  On the other hand, Ito brought with him an itemized plan setting forth
Japan’s desire for a free hand in Korea commercially, industrially, militarily and politically, as
well as offering a guarantee that the country would not be used for military purposes against
Russia. In the end, Russia’s final plan was refused by the Japanese government.  Japan felt
compelled to conclude an alliance with England which would provide it with the guarantees it
needed for primacy over Korea rather than negotiate an agreement with Russia which would
have hindered it in attaining this goal.

The last secret attempt by Russia to achieve Korea’s neutrality was the proposal for
the “Neutralization of Korea under the joint guarantee of the Three Powers, Russia, Japan, and
America.”  This plan was aborted almost as soon as Russia had begun proposing it, mainly
because America had already made a decision not to interfere in a matter being pursued by the
Japanese government.  At the time lapan questioned Russia’s approaches to America.  It is
evident that with the first scheduled evacuation in Manchuria coming soon, Witte probably
considered the plan as a way of placating America and to encouraging them to develop a new
understanding regarding Korea. To restrict Russia’s activities in Manchuria and in support of
the Anglo-Iapanese Alliance, the United States demanded the ‘Open Door’ policy in China.  It
should be also noted that the fmal neutralization scheme proposed in September 1902 was a
more concrete version of the plan “under the joint guarantee of the Powers” which had been
formally proposed in January 1901.

The main feature of the negotiations on Korea’s neutralization between Russia and Ja-
pan was that the Russian proposals were repeatedly rejected by the Japanese, who were always
one step ahead of Russia.  The pattern of Russia’s abortive schemes for Korean neutrality did
not change in official discussions on the Manchurian and Korean questions after August 1903,
the period of so-called “w ar diplomacy.”  From the Japanese point of view, ”the neutralization
of Korea” meant the sacrifice of its position on the peninsula.  In fact, Japan, not yet viewing
itself as a fully independent actor, had the support of  England and America behind it.  Agree-
ing to anti-Russian common interests, the Western powers did not stint in their promises of
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diplomatic support to Japan.  It can be surmised that the failure of Russia’s schemes to neu-
tralize Korea, aimed at putting lapan’s imperialistic ambitions to rest, was a by-product of
general trends in power politics in East Asia since the last decades of the nineteenth century.


